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沖縄防衛局からのお知らせ

「普天間飛行場代替施設建設事業に係る環境影響評価書の閲覧について」

環境影響評価法（平成９年法律第８１号。以下「法」という。）第２１条及び沖

縄県環境影響評価条例（平成１２年沖縄県条例第７７号。以下「県条例」という。）

第２０条の規定により、環境影響評価書（以下「評価書」という。）を作成したの

で、次のとおり、お知らせします。

平成２４年１月１９日

沖縄防衛局長 真 部 朗

１ 事業者の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

事業者の名称 沖縄防衛局

代表者の氏名 沖縄防衛局長 真 部 朗

主たる事務所の所在地 嘉手納町字嘉手納２９０番地９

２ 対象事業の名称、種類及び規模

対象事業の名称 普天間飛行場代替施設建設事業

対象事業の種類 公有水面の埋立て

飛行場及びその施設の設置

対象事業の規模 （公有水面の埋立て）

約１６０ヘクタール

（飛行場及びその施設の設置）

滑走路の長さ １，２００メートル・２本

３ 対象事業が実施されるべき区域

名護市辺野古沿岸域

４ 環境影響を受ける範囲であると認められる地域の範囲

名護市、宜野座村

５ 評価書及び同要約書の閲覧の場所、期間及び時間

閲覧場所

沖縄県中頭郡嘉手納町字嘉手納２９０番地９

沖縄防衛局１階報道室

沖縄県名護市辺野古１３４の１

沖縄防衛局名護防衛事務所

沖縄県那覇市泊１丁目４番地の１４

沖縄防衛局那覇防衛事務所
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沖縄県国頭郡金武町字伊芸７６番地１の２階

沖縄防衛局金武出張所

閲覧期間

平成２４年１月１９日から同年２月１７日まで（土曜日、日曜日及び国民の

祝日に関する法律（昭和２３年律第１７８号）に規定する休日を除く。）

閲覧時間

午前９時から午後５時まで

６ 評価書及び同要約書の掲載

沖縄防衛局ホームページ


